
在留資格一覧表

在留資格 該当例

外交 外国政府の大使，公使等及びその家族

公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族

教授 大学教授等

芸術 作曲家，画家，作家等

宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道 外国の報道機関の記者，カメラマン等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者，管理者等

法律・会計業務 弁護士，公認会計士等

医療 医師，歯科医師，看護師等

研究 政府関係機関や企業等の研究者等

教育 高等学校，中学校等の語学教師等

技術・人文知
識・国際業務

機械工学等の技術者等，通訳，デザイナー，
語学講師等

企業内転勤 外国の事務所からの転勤者

介護（※１） 介護福祉士

興行 俳優，歌手，プロスポーツ選手等

技能 外国料理の調理師，スポーツ指導者等

技能実習 技能実習生

就労が認められる在留資格（活動制限あり）

在留資格 該当例

永住者 永住許可を受けた者

日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子

永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者，我が国で
出生し引き続き在留している実子

定住者 日系３世，外国人配偶者の連れ子等

身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

在留資格 該当例

特定活動 外交官等の家事使用人，ワーキングホリデー等

就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格 該当例

文化活動 日本文化の研究者等

短期滞在 観光客，会議参加者等

留学 大学，専門学校，日本語学校等の学生

研修 研修生

家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者，子

就労が認められない在留資格（※２）

法 務 省
Ministry of Justice

※２ 資格外活動許可を受けた場合は，一定の範囲内で就労が認められる。※１ 平成２９年９月１日施行



在留資格「介護」 法 務 省
Ministry of Justice

◯ 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）（抄）別表第一の二

在留資格 本邦において行うことができる活動

介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護
の指導を行う業務に従事する活動

○ 出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令
（平成２年法務省令第１６号）（抄）

活 動 基 準

法別表第
一の二の
表の介護
の項の下
欄に掲げ
る活動

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）第四十条第二項

第一号から第三号までのいずれかに該当すること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

平成２９年９月１日施行
（在留資格認定証明書交付申請は同年６月１日から開始）



背景

★質の高い介護に対する要請

高齢化の進行等に伴い，質の高い介護に対する要請が高
まっている。
★介護分野における留学生の活躍支援
現在，介護福祉士養成施設（＝大学，専門学校等）の留学生が介

護福祉士の資格を取得しても，我が国で介護業務に就けない。

在留資格「介護」の創設

在留資格「介護」による受入れ
（参考）インドネシア，フィリピン，ベトナムとの

ＥＰＡ（経済連携協定）による受入れ

「日本再興戦略」改訂2014（平成26年6月24日閣議決定）

担い手を生み出す ～ 女性の活躍促進と働き方改革
外国人が日本で活躍できる社会へ

（持続的成長の観点から緊急に対応が必要な分野における新
たな就労制度の検討）

○ 我が国で学ぶ外国人留学生が，日本の高等教育機関を卒
業し，介護福祉士等の特定の国家資格等を取得した場合，引
き続き国内で活躍できるよう，在留資格の拡充を含め，就労を
認めること等について年内を目途に制度設計等を行う。

入管法別表第１の２に以下を追加

介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格
を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する
活動

○要介護者 608万人（H27年度）
○介護従事者 183万人（H27年度）
○今後の需要 H37年度に約250万人必要

（参考）
介護福祉士登録者数

139.8万人（H27年度）
介護福祉士養成施設数

379校（H27年4月）

【
留
学
】

介護福祉士資格取得（登録）

介護福祉士として業務従事

（注
２
）

【
介
護
】

外国人留学生として入国

介護福祉士養成施設
（２年以上）

【
特
定
活
動
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
】

※【 】内は在留資格

（注１）平成29年度より，養成施設卒業者も国家試験合
格が必要となる。ただし、平成33年度までの卒業者
には卒業後５年間の経過措置が設けられている。

介護福祉士養成施設
（２年以上）

介護福祉士候補者として入国

〈就労コース〉

４年目に介護福祉士
国家試験を受験

介護施設・病院で就
労・研修

〈就学コース〉

（注１）
（注１）

（フィリピン，ベトナム）

本邦の介護福祉士養成施設を卒業した外国人が，平成29年4月から改正法施行ま

での間に，介護福祉士として介護又は介護の指導を行う場合については，特例措置
として「特定活動」を許可

（注２）特例措置について

平成２９年９月１日施行

3

介護に従事する外国人の受入れ（在留資格「介護」の創設）
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平 成 ２ ７ 年 ２ 月

法 務 省 入 国 管 理 局

（平成２７年３月改訂）

留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン

在留資格の変更については，「在留資格の変更，在留期間の更新許可のガイドライ

ン（改正）」を策定し，公表しているところですが，今般，このうち，本邦の大学を

卒業した留学生又は本邦の専修学校を卒業し，「専門士」の称号を付与された留学生

が，我が国での就職を希望し，「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請

を行った場合において，その許否の判断において考慮する事項，これまでの許可事例

・不許可事例，提出資料について以下のとおり取りまとめました。

１ 本邦の大学又は専門学校を卒業した留学生が在留資格「技術・人文知識・国際業

務」に変更するために必要な要件

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可に当たって，必要な要件

は以下のとおりです。

（１）行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

ア 本邦の公私の機関との契約に基づくものであること

「本邦の公私の機関」には，国，地方公共団体，独立行政法人，会社，公益

法人等の法人のほか，任意団体（ただし，契約当事者としての権利能力はあり

ません。）も含まれます。また，本邦に事務所，事業所等を有する外国の国，

地方公共団体（地方政府を含む。），外国の法人等も含まれ，さらに個人であ

っても，本邦で事務所，事業所等を有する場合は含まれます。

「契約」には，雇用のほか，委任，委託，嘱託等が含まれますが，特定の機

関との継続的なものでなければなりません。また，契約に基づく活動は，本邦

において適法に行われるものであること，在留活動が継続して行われることが

見込まれることが必要です。

イ 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する

活動であること

「技術・人文知識・国際業務」については，理学，工学その他の自然科学の

分野又は法律学，経済学，社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知

識を必要とする業務に従事する活動であることが必要です。

具体的にどのような業務が自然科学や人文科学の分野に属する知識を必要と

するものに当てはまるのかは，別紙１の「許可事例」を参照してください。

（２）原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
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ア 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して卒業して

いること

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していること

が必要であり，そのためには，大学・専修学校において専攻した科目と従事し

ようとする業務が関連していることが必要です。

具体的にどのような場合に専攻した科目と従事しようとする業務が関連して

いるとされるかは，別紙１の「許可事例」を参照してください。

※ 業務との関連性について，大学は，学術の中心として，広く知識を授けるとともに，

深く専門の学芸を教授研究し，知的，道徳的及び応用的能力を展開させることを目的

とし，また，その目的を実現するための教育研究を行い，その成果を広く社会に提供

することにより，社会の発展に寄与するとされており（学校教育法第８３条第１項，

第２項），一方，専修学校は，職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し，又は教養

の向上を図ることを目的とするとされています（同法第１２４条）。このような教育機

関としての大学の性格を踏まえ，大学における専攻科目と従事しようとする科目の関

連性については，従来より，柔軟に判断しています。

※ 専修学校の専門課程を修了した者については，修了していることのほか，①本邦に

おいて専修学校の専門課程の教育を受け，「専修学校の専門課程の修了者に対する専門

士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」（平成６年文部省告示第８４号）第２条

の規定により専門士と称することができること，②同規程第３条の規定により高度専

門士と称することができること，が必要です。

なお，本邦の専門学校を卒業し，「専門士」の称号を付与された者が本国の大学も卒

業しているときは，専門学校において修得した内容，又は本国の大学において修得し

た内容が従事しようとする業務と関連していれば，基準を満たすことになります。

イ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることが必要で

す。また，報酬とは，「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」

をいい，通勤手当，扶養手当，住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの（課

税対象となるものを除きます。）は含みません。

（３）その他の要件

ア 素行が不良でないこと

素行が善良であることが前提となり，良好でない場合には消極的な要素とし

て評価されます。

イ 入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法第１９条の７から第１９条の１３まで，第１９条の１５及び第１９条

の１６に規定する在留カードの記載事項に係る届出，在留カードの有効期間更

新申請，紛失等による在留カードの再交付申請，在留カードの返納，所属機関

等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
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２ 事例

本邦の大学を卒業した留学生又は本邦の専修学校の専門課程を修了し，「専門士」

の称号を付与された留学生からの「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請

について，許可事例，不許可事例は別紙１のとおりです。

３ 提出資料

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可申請に当たって，必要な

資料は別紙２のとおりです。

このほか，参考となるべき資料の提出を求めることがあります。
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本邦の大学を卒業した留学生に係る事例

○ 許可事例

（１）大学（工学部）を卒業し，電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づ

き，月額２３万円の報酬を受けて，技術開発業務に従事するもの。

（２）大学（経営学部）を卒業し，コンピューター関連サービスを業務内容とする企業

との契約に基づき，月額１８万円の報酬を受けて，翻訳・通訳に関する業務に従事

するもの。

（３）大学（法学部）を卒業し，法律事務所との契約に基づき，月額１９万円の報酬を

受けて，弁護士補助業務に従事するもの。

（４）大学（教育学部）を卒業し，語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき，

月額１７万円の報酬を受けて，英会話講師業務に従事するもの。

○ 不許可事例

（１）大学（経済学部）を卒業した者から，会計事務所との契約に基づき，月額２３万

５千円の報酬を受けて，会計事務に従事するとして申請があったが，当該事務所の

所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから，そのことについて説明を

求めたものの，明確な説明がなされなかったことから，当該事務所が実態のあるも

のとは認められず，「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものと

は認められないことから不許可となったもの。

（２）大学（教育学部）を卒業した者から，弁当の製造・販売業務を行っている企業と

の契約に基づき現場作業員として採用され，月額２０万円の報酬を受けて，弁当加

工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが，当該業務は人

文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず，「人文知識・国際業務」

の該当性が認められないため不許可となったもの。

（３）大学（工学部）を卒業した者から，コンピューター関連サービスを業務内容とす

る企業との契約に基づき，月額１３万５千円の報酬を受けて，エンジニア業務に従

事するとして申請があったが，申請人と同時に採用され，同種の業務に従事する新

卒の日本人の報酬が月額１８万円であることが判明したことから，報酬について日

本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。

（４）大学（商学部）を卒業した者から，貿易業務・海外業務を行っている企業との契

約に基づき，月額２０万円の報酬を受けて，海外取引業務に従事するとして申請が

別紙１
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あったが，申請人は「留学」の在留資格で在留中，１年以上継続して月２００時間

以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり，資格外

活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから，その在留状況が良好である

とは認められず，不許可となったもの。

本邦の専門学校を卒業した留学生に係る事例

○ 許可事例

（１）マンガ・アニメーション科を卒業し，専門士の称号を付与された者から，本邦の

コンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき，月額２２万円

の報酬を受けて，ゲーム開発業務に従事するもの。

（２）電気工学科を卒業し，専門士の称号を付与された者から，本邦のＴＶ・光ファイ

バー通信・コンピューターＬＡＮ等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工

を業務内容とする企業との契約に基づき，月額２２万円の報酬を受けて，工事施工

図の作成，現場職人の指揮・監督等に従事するもの。

（３）建築室内設計科を卒業し，専門士の称号を付与された者から，本邦の建築設計・

設計監理，建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき，月額１８万５千円の

報酬を受けて，建築積算業務に従事するもの。

（４）自動車整備科を卒業し，専門士の称号を付与された者から，本邦の自動車の点検

整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき，月額１８万４千円の報

酬を受けて，サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の

点検・整備・分解等の業務に従事するとともに，自動車検査員としての業務に従事

することとなるもの。

○ 不許可事例

（１）専修学校（ジュエリーデザイン科）を卒業し，専門士の称号を付与された者から，

本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき，月額２

０万円の報酬を受けて，外国人客からの相談対応，通訳や翻訳に関する業務に従事

するとして申請があったが，履修内容と職務内容との間に関連性が認められないた

め不許可となったもの。

（２）専修学校（日中通訳翻訳学科）を卒業し，専門士の称号を付与された者から，本

邦の漆器製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき，月額１２万５千円の

報酬を受けて，中国語翻訳・通訳，漆器の塗装補助業務に従事するとして申請があ

別紙１
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ったが，通訳・翻訳業務については，それを主たる活動として行うのに十分な業務

量があるとは認められないこと，漆器塗装は自然科学又は人文科学の分野に属する

技術又は知識を必要とするものとは認められず，「人文知識・国際業務」，「技術」

のいずれにも当たらないこと，申請人と同時に採用され，同種の業務に従事する新

卒の日本人の報酬が月額１７万円であることが判明したため，日本人が従事する場

合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可とな

ったもの。

（３）専修学校（情報システム工学科）を卒業し，専門士の称号を付与された者から，

本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき，月額２５万円の報酬を

受けて，コンピューターによる会社の会計管理（売上，仕入，経費等），労務管理，

顧客管理（予約の受付）に関する業務に従事するとして申請があったが，会計管理

及び労務管理については，従業員が１２名という会社の規模から，それを主たる活

動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと，顧客管理の具体的な

内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり，当該業務は自然科学又は

人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず，「技術」，

「人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。

（４）専修学校（ベンチャービジネス学科）を卒業し，専門士の称号を付与された者か

ら，本邦のバイクの修理・改造，バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契

約に基づき，月額１９万円の報酬を受けて，バイクの修理・改造に関する業務に従

事するとして申請があったが，その具体的な内容は，フレームの修理やパンクした

タイヤの付け替え等であり，当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術

又は知識を必要とするものとは認められず，「技術」，「人文知識・国際業務」のい

ずれにも当たらないため不許可となったもの。

別紙１
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○提出資料

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するに当たって，必要とされる提出

資料は以下のとおりです。なお，カテゴリー１及び２に分類される機関に雇用される場

合は（１）から（５）まで，カテゴリー３に分類される機関に雇用される場合は（１）

から（９）まで，カテゴリー４に分類される機関に雇用される場合は（１）から（１０）

までの資料が必要です。

※ カテゴリー１には，①日本の証券取引所に上場している企業，②保険業を営む相互会社，③日本

又は外国の国・地方公共団体，④独立行政法人，⑤特殊法人・認可法人，⑥日本の国・地方公共

団体認可の公益法人，⑦法人税法別表第１に掲げる公共法人が，カテゴリー２には，前年分の給

与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中，給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が１，５

００万円以上ある団体・個人が，カテゴリー３には，前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の

法定調書合計表が提出された団体・個人（カテゴリー２を除く）が，カテゴリー４には，カテゴ

リー１から３のいずれにも該当しない団体・個人が当てはまります。

（１）在留資格変更許可申請書

※ 地方入国管理官署において，用紙を用意しています。また，法務省のホームページから

取得することもできます。

（２）写真（縦４ cm×横３ cm）
※ 申請前３か月以内に正面から撮影された無帽，無背景で鮮明なもの。

※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付して下さい。

（３）パスポート及び在留カード（在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。）

※ 提示のみで，提出していただく必要はありません。

（４）上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書

カテゴリー１：四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明す

る文書（写し）

主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書（写し）

カテゴリー２及びカテゴリー３： 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定

調書合計表（受付印のあるものの写し）

（５）専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を取得した者については，専門士

又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

（６）申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料

ア 労働契約を締結する場合

労働基準法第 15条第１項及び同法施行規則第５条に基づき，労働者に交付され
る労働条件を明示する文書

イ 日本法人である会社の役員に就任する場合

別紙２
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役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録（報酬

委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録）の写し

ウ 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場

合

地位（担当業務），期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

（７）申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

ア 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明

示した履歴書

イ 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

（ア）大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。

なお，DOEACC制度の資格保有者の場合は，DOEACC資格の認定証（レベル「A」，
「B」又は「C」に限る。）

（イ）在職証明書等で，関連する業務に従事した期間を証明する文書（大学，高等

専門学校，高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科

目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。）

（ウ）ＩＴ技術者については，法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」

に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書

※ （５）の資料を提出している場合は不要

（エ）外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合

（大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。）は，

関連する業務について３年以上の実務経験を証明する文書

（８）登記事項証明書

（９）事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

ア 勤務先等の沿革，役員，組織，事業内容（主要取引先と取引実績を含む。）等が

詳細に記載された案内書

イ その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書

（10）直近の年度の決算文書の写し

（11）前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を
明らかにする資料

別紙２
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就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について（Ｑ＆Ａ）

平成２８年３月

法務省入国管理局

就労資格の在留諸申請に関連して主に事業者の方々からお問い合わせの多い

事項について，提出書類や疎明方法等に関するものを中心に以下のとおりまと

めましたので，外国人を雇用するに当たっての手続き等の際に参考としてくだ

さい。

なお，以下に掲載した事項に関して，又は以下の事項以外にご質問等がある

場合には，外国人在留総合インフォメーションセンター（※）へお問い合わせ

ください。

（※）ＴＥＬ ０５７０－０１３９０４

（ＩＰ電話・ＰＨＳ・海外からの場合：０３－５７９６－７１１２）

【外国人を雇用するに当たっての全般的事項】

Ｑ１： 日本に在留している外国人を雇用するに当たって，気を付けるべき点

は何ですか。

Ａ１： １) まずは在留カード等によって，外国人の方の在留資格や在留期限（

及び就労制限の有無を確認してください。

（２ 「永住者 「日本人の配偶者等 「永住者の配偶者等」又は「定） 」， 」，

住者」の在留資格をお持ちの方は，入管法上，就労（職種）に制限

はありません。

（３）就労資格（※）をお持ちの方は，職務内容がその在留資格に該当

するものであれば就労が可能です （職務内容が在留資格に該当す。

るか否かの確認方法については，Ｑ３をご参照ください ）。

（ ） 。 ， 「 」※ 具体的には以下の在留資格が該当します なお 在留資格 特定活動

の場合は個々に就労の可否が異なりますので，別途，法務大臣が個々に

指定した活動等が記載された「指定書」によって就労の可否を確認して

ください。

【就労資格】

「教授 「芸術 「宗教 「報道 「高度専門職 「経営・管理 「法律・会」 」 」 」 」 」

計業務 「医療 「研究 「教育 「技術・人文知識・国際業務 「企業内」 」 」 」 」

転勤 「興行 「技能 「技能実習」」 」 」

（４ 「留学」や「家族滞在」の在留資格をお持ちの方で 「資格活動許） ，

可」を取得している場合は，同許可の範囲内で就労させることがで

きます。資格外活動許可の有無は，在留カードの裏面の「資格外活
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動許可欄」で確認できます。

（※）通常は，次のような制限のある許可となります。

① 原則として１週について２８時間を超えて働くことはできません。

この際，どの曜日から１週を起算した場合でも常に１週について２８

時間以内である必要があります。

なお 「留学」の在留資格で在留する場合には，在籍する教育機関，

の長期休業期間中は１日８時間まで働くことができます。

② 風俗営業が営まれている営業所において行う活動等は認められませ

ん。

③ 「留学」の在留資格で在留する場合は，学校に在籍している期間に

限られます。

Ｑ２： 新しく外国人を採用したいのですが，入国管理局に対してどのような

手続が必要でしょうか。

Ａ２： １）国外から外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申（

請」が必要となります。在留資格認定証明書交付申請は，外国人本

人が行うか，外国人を受け入れようとする機関の職員が代理で行う

ことが可能です。代理申請された方が在留資格認定証明書の交付を

受けた場合は，これを外国人本人に送付し，同人が在外日本大使館

や領事館での査証（ビザ）申請の際に，また，我が国の空港等にお

ける上陸審査の際にこの証明書を提出することで，それぞれの審査

がスムーズになります。

また，既に国内に在留している外国人で就労資格を持っていない

（ ） 「 」方 例えば留学生など を採用する場合は 在留資格変更許可申請

。 ， ，が必要となります 在留資格変更許可申請は 外国人本人が行うか

地方入国管理局長から申請取次の承認を受け，かつ，外国人本人か

ら依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能

です。

★在留資格認定証明書交付申請：

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

★在留資格変更許可申請：

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

（２）また，既に就労資格を持っている方を採用する場合で，採用後も

その方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて行うときに

は「在留資格変更許可申請」は不要 ですが，別途，外国人（※１）

「 」 「 」本人による 契約機関に関する届出 又は 活動機関に関する届出

が必要です（どちらが必要かはその方の在留資格によって異なりま
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す 。。）

なお，採用後の業務内容が，その方がお持ちの在留資格に該当す

る活動か否かの確認方法については，Ｑ３をご参照ください。

（※１）ただし，同人の在留期間の満了日が間近な場合には「在留期間更新

許可申請」が必要です。

★契約機関に関する届出：

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html

★活動機関に関する届出：

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html

★在留期間更新許可申請：

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html

（３）加えて，外国人 を雇用した場合，事業主は「中長期在留（※２）

者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされていま

す。

（※２）就労資格（芸術，宗教，報道，技能実習を除く ）を有する外国人。

が対象です。

★中長期在留者の受入れに関する届出：

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00017.html

Ｑ３： 就労資格（ 技術・人文知識・国際業務」等）で在留している人を採「

用したいのですが，採用後に従事させたい業務がその人の在留資格で

行える業務なのかは，どうやって確認すればよいですか。

「 」Ａ３： 外国人の方が住居地を管轄する地方入国管理官署に 就労資格証明書

の交付申請を行うことにより，採用後に従事させる業務がその方の在

留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することができます。

★就労資格証明書交付申請：

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html

Ｑ４： 外国人の雇用を終了したときに会社が入管に対してしなくてはならな

い手続きはありますか。

Ａ４： 外国人 の雇用を終了した場合，事業者は「中長期在留者の受（※１）

入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。

（※１） 就労資格（芸術，宗教，報道，技能実習を除く ）を有する外国人が。

対象です。

★中長期在留者の受入れに関する届出：

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00017.html
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【申請方法等に関する事項】

Ｑ５： 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請について，外国

人を雇用する機関の職員が行うことができますか。

Ａ５： １ 「在留資格認定証明書交付申請」については， 申請人を受け入れ（ ）

ようとする機関の職員が代理人として申請を行うことが可能です。

（２）一方 「在留資格変更許可申請」の場合は，地方入国管理局長か，

ら申請取次の承認を受け，かつ，申請人から依頼を受けている場合

に限り，申請人を雇用する機関の職員が申請を取り次いで行うこと

が可能です。

Ｑ６： 外国人を雇用する機関の職員が在留資格認定証明書交付申請や在留資

格変更許可申請をする場合，申請先はどこになりますか。

Ａ６： 当該機関の所在地を管轄する地方入国管理官署で申請を行ってくださ

い。なお，郵送での申請は受け付けていませんので，各官署にお越し

いただく必要があります。

Ｑ７： 申請してからどのくらいで審査結果が出ますか。

Ａ７： 「在留資格認定証明書交付申請」については１か月から３か月 「在，

留資変更許可申請」については２週間から１か月を標準処理期間とし

ています。

Ｑ８： 在留期間が３月，１年，３年，５年などとありますが，この期間の付

与はどのような基準で決定されるのですか。

Ａ８： 就労予定期間，当該外国人の方の活動実績及び公的義務の履行状況，

契約機関の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決定されます。

。 。Ｑ９： 在留資格認定証明書を紛失してしまいました どうすればよいですか

Ａ９： 在留資格認定証明書を紛失した場合に同一の証明書を再発行すること

はできません。再度，在留資格認定証明書交付申請を行ってください。

【提出書類に関する事項】

Ｑ１０： 入国管理局に申請する際の提出資料として，雇用する機関の側で何

を用意したらよいのでしょうか。

Ａ１０： それぞれ以下のウェブサイトから，申請する在留資格に応じて必要

書類を確認してください。

「在留資格認定証明書交付申請」の場合：
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http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko1

0.html

「在留資格変更許可申請」の場合：

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko1

0.html

Ｑ１１： 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が必要とのことです

が，なぜ提出が必要なのですか。

Ａ１１： 所属機関をその規模に応じて４種類のカテゴリー（※）に分類して

おり，その分類の際に必要となるためです。どのカテゴリーに該当す

るかにより，その他に提出が必要となる資料が異なり，所属機関の規

模が大きい場合，提出資料は簡略化されます。

（※）所属機関のカテゴリー分けは以下のとおりです。

カテゴリー１：( ) 日本の証券取引所に上場している企業( ) 保険業を営む相1 2

互会社( ) 日本又は外国の国・地方公共団体( ) 独立行政法人( ) 特殊法人3 4 5

・認可法人( ) 日本の国・地方公共団体の公益法人( ) 法人税法別表第１に6 7

掲げる公共法人

カテゴリー２：前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中，給与所

得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が１，５００万円以上ある団体・個人

カテゴリー３：前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提

出された団体・個人（カテゴリー２を除く）

カテゴリー４：カテゴリー１～３のいずれにも該当しない団体・個人

Ｑ１２： 国内の大学に在籍している留学生を採用したいのですが，卒業見込

みの時点で在留資格変更許可申請はできますか。

Ａ１２： 卒業見込証明書の提出があれば，申請を受け付けることとしていま

す。なお，在留資格変更許可は，卒業証明書を地方入国管理官署に提

出していただいた後となりますのでご留意ください。

Ｑ１３： 自社に所属する申請人から在職証明書の発行を依頼されたのです

が，どのような内容が盛り込まれている必要がありますか。

Ａ１３： 在職証明書について決まった様式はありませんが，以下のような事

項が記載され，社判が押印されたものをご用意ください。なお，証明

者の所属企業名，所在地，職名・氏名（押印）を末尾に記載してくだ

さい。

①申請人の氏名，国籍，生年月日，性別

②所属部署

③入社年月日
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④職務上の地位，給与額

⑤職務の内容

Ｑ１４： 雇用契約書を提出する場合，どのような内容が盛り込まれている必

要がありますか。

Ａ１４： 外国人を雇用する場合も，日本人と同様に労働関係法令が適用され

ますので，労働基準法等に則り，労働条件を明示すること等が必要で

す。

Ｑ１５： 現在就労資格を有していない外国人を採用する場合，どのような雇

用契約書を作成して提出すればよいですか。

Ａ１５： 一般的には，就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有する

こととする停止条件付き雇用契約を締結し，当該雇用契約書を作成す

ることが考えられます。

Ｑ１６： 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において，雇

用予定者との雇用契約書が作成されていない段階で申請はできません

か（入国管理局から許可が出た後，正式に雇用契約書を作成する予定

です 。）

Ａ１６： 雇用契約書は必ずしも作成されている必要はありませんが，申請に

当たっては，雇用予定者の業務内容，給与，雇用予定期間等の労働条

件が明示された書類（労働条件明示書等）の提出が必要となります。

Ｑ１７： 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において，雇

用主側が採用の理由を記載した「雇用理由書」等の書類を提出する必

要はありますか。

Ａ１７： 「雇用理由書」は法令で提出を求めている書類ではありませんが，

審査のために従事しようとする業務の内容についてより具体的に確認

が必要と判断した場合には，雇用理由や職務内容の詳細な説明文等の

追加提出を求める場合があります。

Ｑ１８： 外国人の在留期間更新許可申請の必要書類として 「住民税の課税，

（又は非課税）証明書及び納税証明書（１年間の総所得及び納税状況

が記載されたもの 」が必要とあります。しかし，昨年新規採用した）

社員は昨年１月１日現在日本に住居地を有しておらず証明書の発給を

受けられないとのことなのですが，本人が申請するに当たりどのよう

な書類があればよいですか。
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Ａ１８： 上記のような相談があった場合は，同人に対して会社から交付済み

の昨年分給与所得の源泉徴収票又は毎月の給料明細等を申請の際に提

出するように案内してください。

Ｑ１９： 自社で採用した後，派遣社員として他社で勤務してもらう場合，派

遣先の会社資料も必要になりますか。

Ａ１９： 派遣先で従事しようとする活動の内容によって在留資格の該当性を

判断しますので，派遣先企業の概要や派遣契約の内容が分かる資料を

提出していただく場合があります。

【申請書の記載方法に関する事項】

（注） Ｑ２０～Ｑ２３については，特に申請の多い「技術・人文知識・国際

業務」についての在留資格認定証明書交付申請書及び在留資格変更許可

申請書を念頭に置いた設問となっています。

Ｑ２０： 在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用２」及び「所属機関作

成用１，２」の上部に（変更申請の場合のみ）と記載されているので

すが，在留期間更新許可申請の場合は「申請人等作成用１」の１枚の

みを提出するのですか。

Ａ２０：申請書は４枚とも記載し，提出する必要があります。

※（変更申請の場合のみ）の記載の意味について

当該記載は 「高度専門職（２号 」に係る注意書きです。同資格に， ）

ついては在留期間の定めがないために更新申請が予定されないことか

ら，このように記載しています。

Ｑ２１： 当社で雇用した後，派遣社員として派遣先会社で活動してもらう予

定です 在留資格認定証明書交付申請書の 申請人等作成用２ の ２。 「 」 「

１ 勤務先」には派遣元会社か派遣先会社のどちらを記載すればよい

ですか。

Ａ２１： 申請人と雇用契約を結んだ派遣元会社を記載して下さい。

Ｑ２２： 各申請書の「所属機関等作成用１」の「３ 就労予定期間」につい

， ， 。て 特に期間を定めていない場合 どのように記載すればよいですか

Ａ２２： 「定めなし」や「定年まで」等と記載するようにし，空欄にはしな

いで下さい。
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Ｑ２３： 在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用１」の「１３ 希望す

」 「 」 「 」る在留期間 の期間と 所属機関等作成用１ の ３ 就労予定期間

は一致する必要がありますか。

Ａ２３： 両者の記載内容が一致する必要はありません。就労予定期間につい

ては，各機関の実態に即した内容を記載して下さい。

【その他の事項】

Ｑ２４： 国内の短期大学を卒業した外国人を翻訳・通訳業務で採用したいの

，「 」 「 ，ですが 技術・人文知識・国際業務 の基準である 大学を卒業し

又はこれと同等以上の教育を受けた者」に該当しますか。

Ａ２４： 国内の短期大学を卒業した方は 「技術・人文知識・国際業務」の，

上陸基準にある「大学を卒業し」た者に該当します。

Ｑ２５： 日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した人は 「技術・，

人文知識・国際業務」の基準に適合しますか。

Ａ２５： 本邦の専修学校の専門課程の教育を受け 「専門士」若しくは「高，

度専門士」の称号を付与された方は「技術・人文知識・国際業務」の

上陸基準に適合しますが，日本の専門学校にあたる外国の教育機関を

卒業した方はこれに適合しません。

Ｑ２６： 留学生を採用後，レストラン等の店舗において接客，棚卸しなどの

ＯＪＴをした後，本社業務へ配属予定です 「技術・人文知識・国際。

」 ， ，業務 への在留資格変更許可申請を行ってもらう予定ですが 採用後

１年間のＯＪＴを行うこととしても差し支えないでしょうか。

Ａ２６： 採用当初のＯＪＴについては，一般的には，業務習熟のために必要

な研修として認められることとなります。他方で，ＯＪＴの期間が，

採用当初に留まるようなものではなく，当該外国人の在留期間の大半

を占めるような場合には，在留資格に該当する活動を行っていないこ

ととなるため，認められません。

なお，個別の事案についてはお近くの地方入国管理官署にご相談く

ださい。



平成２８年１０月２８日

法 務 省 入 国 管 理 局

平成２７年における留学生の日本企業等への就職状況について

平成２７年に留学生が本邦の企業等への就職を目的として行った在留資格変更許可
申請に対して処分した数は１７，０８８人（注）（前年比２，９１８人増），うち許可
数は１５，６５７人（前年比２，６９９人増）で，いずれも前年と比べて増加し，過
去最高を記録しました。許可率は９１．６％で前年と比べて微増でした。

（注）在留資格変更許可申請に対して処分した数は延べ人数である。

１ 平成２７年に「留学」の在留資格を有する外国人（以下「留学生」という。）が我

が国の企業等への就職を目的として行った在留資格変更許可申請に対して処分した数

は１７，０８８人，うち許可数は１５，６５７人で，前年処分数の１４，１７０人に

比して２，９１８人（２０．６％），前年許可数の１２，９５８人に比して２，６９

９人（２０．８％）増加しました。

２ 国籍・地域別許可数の上位５か国は，①中国９，８４７人，②韓国１，２８８人，

③ベトナム１，１５３人，④台湾６４９人，⑤ネパール５０３人で，アジア諸国が全

体の９４．９％を占めています。

３ 在留資格別許可数の内訳は，「技術・人文知識・国際業務」が１３，７９１人で，

この在留資格で全体の８８．１％を占めています。

４ 就職先の業種は，非製造業が１２，５８０人（８０．３％），製造業が３，０７７

人（１９．７％）でした。

５ 就職先の職務内容の主なものは，「販売・営業」（３，８０９人），「翻訳・通訳」（３，

７４７人），「技術開発（情報処理分野）」（１，２１８人），「経営・管理業務」（１，

１８０人）でした。

６ 留学生の最終学歴は，大学卒が７，３８３人，大学院卒が４，９３１人で，両者で

全体の７８．６％を占めています。

※ 「技術・人文知識・国際業務」は「技術」，「人文知識・国際業務」及び「技術・人文知識・国際業務」を

合算した数である。

添付資料

平成２７年における留学生の日本企業等への就職状況について





【広報資料】

平 成 ２ ７ 年 に お け る 留 学 生 の 日 本 企 業 等 へ

の就職状況について
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平成２８年１０月

法務省入国管理局

平成２７年における留学生の日本企業等への就職状況について

１ 概要（表１，表２，表４，図１）

平成２７年において，「留学」の在留資格を有する外国人（以下「留

学生」という。）が我が国の企業等への就職を目的として行った在留資

格変更許可申請に対して処分した数は１７，０８８人 （注）で，この

うち１５，６５７人が許可されており，前年の処分数である１４，１７０

人より２，９１８人（２０．６％），前年の許可数である１２，９５８人

より２，６９９人（２０．８％）増加している。

（注）平成２４年までは，在留資格「留学」から就労資格への変更申請

に係る処分数を対象にしていたが，平成２５年以降は「留学」に加

えて「特定活動（継続就職活動中の者，就職内定者等）」の在留資

格から就労資格への変更申請に係る処分数も対象にした。

なお，在 留 資 格 変 更 許 可 申 請 に 対 し て 処 分 し た 数 は 延べ人数で

ある。

平成２７年における許可状況を主な国籍・地域別内訳で見ると

① 中 国 ９，８４７人（前年比 １，５００人，１８．０％増）

② 韓 国 １，２８８人（前年比 ５３人， ４．３％増）

③ ベトナム １，１５３人（前年比 ５４２人，８８．７％増）

④ 台 湾 ６４９人（前年比 １３５人，２６．３％増）

⑤ ネパール ５０３人（前年比 ２２５人，８０．９％減）

となっている。

２ 在留資格別等内訳
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留学生から我が国の企業等への就職を目的として在留資格の変更が許

可された１５，６５７人について，その在留資格別，国籍・地域別等の

内訳は次のとおりである。

（１）在留資格（表３，図２）

「技術・人文知識・国際業務」が１３，７９１人となっており，こ

の在留資格で全体の８８．１％を占めている。

（２）国籍・地域（表２，表４，図３，図４）

主な国籍・地域としては，中国（香港及びマカオを除く。）が９，

８４７人（６２．９％）と最も多く，次いで韓国，ベトナム，台湾，

ネパールの順となっており，アジア諸国で１４，８５８人と全体の９

４．９％を占めている。

（３）就職先の業種（表５，表６，図５）

非製造業が１２，５８０人（８０．３％），製造業が３，０７７

人（１９．７％）であり，非製造業は前年比２，３４１人増（２２．

９％），製造業は前年比３５８人増（１３．２％）となっている。

なお，非製造業では，商業・貿易分野，コンピュータ関連分野及び

教育分野がそれぞれ３，３１１人（２１．１％），１，５８６人（１

０．１％），１，１７６人（７．５％）と上位を占めており，製造業

では，電機分野，機械分野及び食品分野がそれぞれ５３３人（３．４

％），４６０人（２．９％），３４７人（２．２％）と上位を占めて

いる。

（４）就職先での職務内容（表７－１，７－２，図６）

販売・営業が３，８０９人（２４．３％）で最も多く，次いで，翻
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訳・通訳３，７４７人（２３．９％），技術開発（情報処理分野）１，

２１８人（７．８％），経営・管理業務１，１８０人（７．５％）の

順となっており，これらの４種の職務内容に従事する者は７，４８

９人で全体の４７．８％を占めている。

（５）月額報酬（表８，図７）

月額報酬２０万円以上２５万円未満が７，７５８人（４９．５％）

と最も多く，次いで２０万円未満４，８６１人（３１．０％），２５

万円以上３０万円未満１，７２７人（１１．０％）の順となっている。

（６）就職先企業等の資本金（表９，図８）

資本金１０億円超の企業等に就職した者が２，９９２人（１９．１％）

と最も多いが，資本金５，０００万円以下の企業等に就職した者が８，

５８９人（５４．９％）と過半数を占めている。

（７）就職先企業等の従業員数（表６，図９，図１０）

従 業 員 数 ５ ０ 人 未 満 の 企 業 等 に 就 職 し た 者 が ５ ， ９ ６ ５人

（３８．１％）と最も多く，これを含め３００人未満の企業等に就職

した者が９，２９２人と全体の５９．３％を占めている。

（８）最終学歴（表１０，図１１，図１２）

大学を卒業した者が７，３８３人（４７．２％）と最も多く ， 次

い で 大 学 院 に お い て 修 士 号 又 は 博 士 号 を 授 与 さ れ た 者 が ４ ， ９ ３

１人（３１．５％）の順となっており，両者で全体の７８．６％を占

めている。また，専修学校を卒業した者の数は２，５８２人（１６．

５％）であった。
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（９）就職先企業等の所在地（表１１，図１３）

東京都に所在する企業等に就職した者が７，６２６人（４８．７％）

と 最 も 多 く ， 次 い で 大 阪 府 １ ， ６ １ ４人 （ １ ０ ． ３％ ）， 神 奈 川

県８０８人（５．２％），以下愛知県，埼玉県，福岡県の順となって

いる。

（注）統計数字の末尾で四捨五入したものは，その合計が合計欄の数字と

一致しない場合がある。



平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

処分数 5,820 6,788 9,034 11,410 11,789 10,230 8,467 9,143 11,698 12,793 14,170 17,088

許可数 5,264 5,878 8,272 10,262 11,040 9,584 7,831 8,586 10,969 11,647 12,958 15,657

不許可数 556 910 762 1,148 749 646 636 557 729 1,146 1,212 1,431

許可率 90.4% 86.6% 91.6% 89.9% 93.6% 93.7% 92.5% 93.9% 93.8% 91.0% 91.4% 91.6%

表１及び図１　　留学生からの就職目的の処分数等の推移
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10,969
11,647

12,958

15,657

5,820
6,788

9,034

11,410 11,789

10,230

8,467
9,143

11,698

12,793

14,170

17,088

申請数

許可数

不許可数

（年：平成）

（人）
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地 　　　　　　　　在留資格 高度 教 経営・ 研 教 宗 医 興 公 技 芸 合 全体に占める

域 国籍・出身地 専門職 授 管理 究 育 教 療 行 用 能 術 計 割合（％）

中国 8,678 11 292 573 58 7 8 211 1 1 4 3 9,847 62.9%
韓国 1,137 1 74 24 11 4 5 15 2 4 7 4 1,288 8.2%
ベトナム 1,099 1 35 12 3 2 1 1,153 7.4%
台湾 598 2 20 11 5 5 2 3 2 1 649 4.1%
ネパール 466 9 28 503 3.2%
タイ 170 19 4 4 2 1 200 1.3%
マレーシア 158 10 3 1 2 2 176 1.1%
ミャンマー 156 3 1 160 1.0%
インドネシア 120 23 1 2 1 147 0.9%
モンゴル 92 3 1 1 1 1 99 0.6%
スリランカ 114 2 5 121 0.8%
インド 58 28 1 1 2 90 0.6%
バングラデシュ 40 19 3 1 1 64 0.4%
フィリピン 89 14 1 4 18 126 0.8%
中国（香港） 60 1 61 0.4%
パキスタン 17 5 4 26 0.2%
カンボジア 14 4 18 0.1%
イラン 13 8 21 0.1%
トルコ 14 5 1 20 0.1%
シンガポール 16 1 1 18 0.1%
ウズベキスタン 15 1 16 0.1%
ラオス 8 1 9 0.1%
シリア 3 2 5 0.0%
カザフスタン 7 2 1 10 0.1%
イスラエル 2 2 0.0%
サウジアラビア 10 10 0.1%
その他 12 5 1 1 19 0.1%
小計 13,166 15 584 675 89 41 20 234 3 2 5 13 11 14,858 94.9%
フランス 49 3 1 1 54 0.3%
ロシア 63 1 64 0.4%
イタリア 46 5 1 1 2 1 56 0.4%
イギリス 32 7 1 1 41 0.3%
スペイン 21 2 1 1 25 0.2%
スウェーデン 18 1 1 20 0.1%
ドイツ 16 5 2 5 28 0.2%
ウクライナ 7 7 0.0%
ルーマニア 5 2 7 0.0%
ポーランド 6 3 9 0.1%
スイス 7 1 8 0.1%
ベルギー 7 1 8 0.1%
ハンガリー 2 2 4 0.0%
フィンランド 10 10 0.1%
オーストリア 2 2 0.0%
ブルガリア 2 1 3 0.0%
デンマーク 4 4 0.0%
アイルランド
オランダ 8 2 1 11 0.1%
ノルウェー 2 2 0.0%
チェコ 1 1 1 3 0.0%
ポルトガル 4 1 5 0.0%
英国（香港） 6 6 0.0%
その他 22 5 27 0.2%
小計 340 42 4 4 2 2 4 6 404 2.6%
米国 115 10 2 18 1 1 147 0.9%
カナダ 16 3 19 0.1%
メキシコ 11 1 1 1 14 0.1%
その他 8 4 1 1 14 0.1%
小計 150 18 2 2 19 1 1 1 194 1.2%
ブラジル 21 3 2 26 0.2%
コロンビア 4 1 5 0.0%
ペルー 4 4 8 0.1%
ベネズエラ 4 1 5 0.0%
アルゼンチン 5 1 6 0.0%
チリ 5 2 7 0.0%
その他 1 1 1 3 0.0%
小計 44 1 11 1 3 60 0.4%
オーストラリア 17 1 2 1 1 22 0.1%

大 ニュージーランド 9 3 1 1 14 0.1%
洋 トンガ 1 1 0.0%
州 その他 3 2 1 6 0.0%

小計 30 1 7 1 1 3 43 0.3%
エジプト 10 5 15 0.1%
ケニヤ 8 1 1 1 2 13 0.1%

ア ナイジェリア 3 1 1 5 0.0%
アルジェリア 4 3 1 8 0.1%

フ モロッコ 2 2 0.0%
エチオピア 1 1 0.0%

リ チュニジア 1 2 1 4 0.0%
ガーナ 3 1 2 6 0.0%

カ 南アフリカ
その他 33 6 5 44 0.3%
小計 61 22 3 10 2 98 0.6%

13,791 17 684 682 102 73 20 234 3 3 7 18 23 15,657 100.0%

表２　　国籍・地域別及び在留資格別許可人数
(単位　人）

合　　　計

ア
　
　
　
　
　
ジ
　
　
　
　
　
ア

ヨ
　
ー

　
ロ
　

ッ
　
パ

北
　
中
　
米

南
　
米

技術・
人文知識・
国際業務

その他
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構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

6,812 7,676 9,792 10,390 11,506 13,791

87.0% 89.4% 89.3% 89.2% 88.8% 88.1%

512 419 588 634 704 684

6.5% 4.9% 5.4% 5.4% 5.4% 4.4%

275 291 356 321 383 682

3.5% 3.4% 3.2% 2.8% 3.0% 4.4%

93 78 119 107 124 102

1.2% 0.9% 1.1% 0.9% 1.0% 0.7%

139 122 114 195 241 398

1.8% 1.4% 1.0% 1.7% 1.9% 2.5%

7,831 8,586 10,969 11,647 12,958 15,657

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

表３　変更許可後の在留資格別許可人数の推移
（単位　人）

平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年

技術・
人文知識・
国際業務

教授

経営・管理

研究

その他

合計

技術・

人文知識・国際業務

88.1%

教授

4.4%

経営・管理

4.4%

研究

0.7% その他

2.5%

図２ 変更許可後の在留資格構成比（平成２７年）
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構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

4,874 5,344 7,032 7,637 8,347 9,847

62.2% 62.2% 64.1% 65.6% 64.4% 62.9%

1,205 1,209 1,417 1,227 1,234 1,288

15.4% 14.1% 12.9% 10.5% 9.5% 8.2%

167 242 302 424 611 1,153

2.1% 2.8% 2.8% 3.6% 4.7% 7.4%

279 302 352 360 514 649

3.6% 3.5% 3.2% 3.1% 4.0% 4.1%

141 149 224 293 278 503

1.8% 1.7% 2.0% 2.5% 2.1% 3.2%

109 109 170 167 171 200

1.4% 1.3% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3%

87 107 130 131 164 147

1.1% 1.2% 1.2% 1.1% 1.3% 0.9%

65 71 116 124 161 176

0.8% 0.8% 1.1% 1.1% 1.2% 1.1%

63 89 106 122 129 160

0.8% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

79 84 107 111 124 147

1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9%

762 880 1,013 1,051 1,225 1,387

9.7% 10.2% 9.2% 9.0% 9.5% 8.9%

7,831 8,586 10,969 11,647 12,958 15,657

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

（単位　人）

平成２２年 平成２３ 平成２４ 平成２５ 平成２６ 平成２７

ミャンマー

表４　国籍・地域別許可人数の推移

中　　　　国

韓　　　　国

ベトナム

台　　　　湾

ネパール

タイ

インドネシア

そ　の　他

合計

米国

マレーシア
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アジア

94.9%

欧州

2.6%

北米

1.2%
その他

1.3%

図３ 地域別許可人数の構成比（平成２７年）

中国

62.9%

韓国

8.2%

ベトナム

7.4%

台湾

4.1%

ネパール

3.2%
その他

14%

図４ 許可人数上位５か国（地域）の占める割合（平成２７年）
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　　　　　　年
平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年

　業　種 構成比

電 機
297 375 470 433 511 533 3.4%

機 械
215 301 449 409 387 460 2.9%

食 品
291 298 359 357 367 347 2.2%

運送機器（自動車等）
100 135 210 232 239 303 1.9%

化 学
100 157 170 208 167 159 1.0%

繊 維 ・ 衣 料
130 116 151 122 142 149 1.0%

金 属 ・ 鉄 鋼
31 38 42 28 43 49 0.3%

そ の 他 製 造 業
574 693 853 845 863 1,077 6.9%

製 造 業 小 計 1,738 2,113 2,704 2,634 2,719 3,077 19.7%

商 業 ・ 貿 易
2,091 2,288 2,728 2,726 2,926 3,311 21.1%

コンピュータ関連
651 757 903 1,059 1,288 1,586 10.1%

教 育
802 703 933 1,032 1,181 1,176 7.5%

飲 食 業
324 454 622 564 427 506 3.2%

土 木 ・ 建 設
173 170 210 292 366 395 2.5%

ホ テ ル ・ 旅 館
178 200 211 240 321 459 2.9%

旅 行 業
201 188 223 215 289 399 2.5%

運 輸
154 171 197 229 219 286 1.8%

金 融 保 険
107 129 139 231 218 196 1.3%

医 療
83 71 63 132 143 280 1.8%

そ の 他
1,329 1,342 2,036 2,293 2,861 3,986 25.5%

非製造業 小計 6,093 6,473 8,265 9,013 10,239 12,580 80.3%

合 計
7,831 8,586 10,969 11,647 12,958 15,657 100.0%

表５　　業種別許可人数の推移
(単位　人）
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     表６　　業種別及び従業員別許可人数

従 業 員 数
    １人～    ５０人～    １００人～    ３００人～  １,０００人～  ２,０００人～ そ の 他

 業  種 　　   ４９人 　　   ９９人 　　  ２９９人 　　  ９９９人 　  １,９９９人 （不詳を含む） 構成比

電 機 50 26 46 58 53 300
533 3.4%

機 械 128 46 113 59 25 87 2
460 2.9%

食 品 114 56 63 61 20 32 1
347 2.2%

運送機器（自動車等） 31 23 20 40 19 170 0
303 1.9%

化 学 20 4 31 30 19 55 0
159 1.0%

繊 維 ・ 衣 料 71 17 17 14 26 4 0
149 1.0%

金 属 ・ 鉄 鋼 17 5 4 5 3 15 0
49 0.3%

そ の 他 製 造 業 357 147 154 140 72 200 7
1,077 6.9%

製 造 業 小 計 788 324 448 407 237 863 10 3,077 19.7%

商 業 ・ 貿 易 1,957 167 229 267 58 378 255
3,311 21.1%

コンピュータ関連 564 187 285 183 120 177 70
1,586 10.1%

教 育 229 50 45 45 17 31 759
1,176 7.5%

飲 食 業 302 35 62 49 14 30 14
506 3.2%

土 木 ・ 建 設 177 33 55 53 27 48 2
395 2.5%

ホ テ ル ・ 旅 館 94 53 127 111 27 44 3
459 2.9%

旅 行 業 261 34 27 21 12 35 9
399 2.5%

運 輸 97 26 45 60 21 33 4
286 1.8%

金 融 保 険 27 12 21 32 14 90 0
196 1.3%

医 療 17 8 71 102 40 26 16
280 1.8%

そ の 他 1,452 401 582 571 223 640 117
3,986 25.5%

非製造業 小計 5,177 1,006 1,549 1,494 573 1,532 1,249 12,580 80.3%

合 計
5,965 1,330 1,997 1,901 810 2,395 1,259 15,657 100.0%

（単位　人）

合計
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図５　業種別許可人数の推移

1,738 2,113
2,704 2,634 2,719 3,077

6,093
6,473

8,265
9,013

10,239

12,580

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年

製造業

非製造業

（人）
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職務内容 許可人員 （構成比） 職務内容 許可人員 （構成比）

販売・営業 3,809 24.3% 貿易業務 267 1.7%

翻訳・通訳 3,747 23.9% 会計業務 259 1.7%

技術開発（情報処理分野） 1,218 7.8% 医療 234 1.5%

経営・管理業務 1,180 7.5% 調査研究 168 1.1%

教育 943 6.0% デザイン 121 0.8%

設計 773 4.9% 広報・宣伝 93 0.6%

技術開発（情報処理分野以外 750 4.8% その他 1,559 10.0%

海外業務 536 3.4% 合計 15,657 100.0%

表７－１　　職務内容別許可人数（平成２７年主なもの）

（単位　人）

図６　職務内容別許可人数の構成比

販売・営業
24.3%

翻訳・通訳
23.9%

技術開発
(情報処理分野)

7.8%

経営・管理業務
7.5%

教育
6.0%

設計
4.9%

技術開発
(情報処理分野以外）

4.8%

海外業務
3.4%

貿易業務
1.7%

会計業務
1.7%

医療
1.5%

調査研究
1.1%

デザイン
0.8%

広報・宣伝
0.6%

その他
10.0%
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構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

3,247 2,543 2,928 2,773 3,190 3,747

41.5% 29.6% 26.7% 23.8% 24.6% 23.9%

704 1,968 2,529 2,743 3,122 3,809

9.0% 22.9% 23.1% 23.6% 24.1% 24.3%

605 591 807 949 1,038 1,218

7.7% 6.9% 7.4% 8.1% 8.0% 7.8%

332 396 508 543 615 750

4.2% 4.6% 4.6% 4.7% 4.7% 4.8%

264 573 789 854 950 943

3.4% 6.7% 7.2% 7.3% 7.3% 6.0%

223 294 452 474 602 773

2.8% 3.4% 4.1% 4.1% 4.6% 4.9%

275 389 453 489 568 1,180

3.5% 4.5% 4.1% 4.2% 4.4% 7.5%

331 462 539 604 515 536

4.2% 5.4% 4.9% 5.2% 4.0% 3.4%

242 212 267 317 309 267

3.1% 2.5% 2.4% 2.7% 2.4% 1.7%

112 151 227 260 240 259

1.4% 1.8% 2.1% 2.2% 1.9% 1.7%

1,496 1,007 1,470 1,641 1,809 2,175

19.1% 11.7% 13.4% 14.1% 14.0% 13.9%

7,831 8,586 10,969 11,647 12,958 15,657

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

平成２２年

貿易業務

平成２５年

表７－２　職務内容の推移（主なもの）

経営・管理業務

平成２７年平成２４年

（単位　人）

平成２３年 平成２６年

教育

設　　計

合計

翻訳・通訳

販売・営業

技術開発
（情報処理分野）

技術開発
(情報処理分野以外)

海外業務

会計業務

その他
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　　表８及び図７　　月額報酬別許可人数の推移
（単位　人）

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

2,534 2,641 3,596 3,926 4,162 4,861

32.4% 30.8% 32.8% 33.7% 32.1% 31.0%

3,538 4,006 5,092 5,526 6,230 7,758

45.2% 46.7% 46.4% 47.4% 48.1% 49.5%

1,002 1,021 1,189 1,124 1,347 1,727

12.8% 11.9% 10.8% 9.7% 10.4% 11.0%

286 344 381 379 425 450

3.7% 4.0% 3.5% 3.3% 3.3% 2.9%

127 114 158 183 236 246

1.6% 1.3% 1.4% 1.6% 1.8% 1.6%

69 71 76 86 88 135

0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.9%

23 32 34 33 48 45

0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3%

50 85 79 53 98 89

0.6% 1.0% 0.7% 0.5% 0.8% 0.6%

202 272 364 337 324 346

2.6% 3.2% 3.3% 2.9% 2.5% 2.2%

7,831 8,586 10,969 11,647 12,958 15,657

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

平成２７年

４０万円未満

平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年

４５万円未満

５０万円未満

５０万円以上

不   明

合   計

月額報酬

２０万円未満

２５万円未満

３０万円未満

３５万円未満

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

不明

５０万円以上

５０万円未満

４５万円未満

４０万円未満

３５万円未満

３０万円未満

２５万円未満

２０万円未満
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～５百万
５百万超
～１千万

千万超
～３千万

３千万超
～５千万

５千万超
　～１億

１億超
～３億

３億超
～５億

５億超
～１０億

１０億超～
その他・

不明
合計

平成24年 2,186 2,130 1,116 707 923 316 283 204 2,093 1,011 10,969
平成25年 2,145 2,115 1,255 740 933 337 336 254 2,426 1,106 11,647
平成26年 2,218 2,427 1,383 967 1,200 397 375 265 2,437 1,289 12,958
平成27年 2,782 2,842 1,777 1,188 1,555 495 516 283 2,992 1,227 15,657

表９及び図８　　就職先企業等の資本金別許可人数

（単位　人）

8,589

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

～５百万 ５百万超

～１千万

千万超

～３千万

３千万超

～５千万

５千万超

～１億

１億超

～３億

３億超

～５億

５億超

～１０億

１０億超～ その他・

不明

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

（人）
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図9　就職先企業等の従業員数別許可人数の構成比（平成27年）

図10　就職先企業等の従業員数別許可人数の推移

1～49人
38.1%

2,000人以上
15.3%

100～299人
12.8%

300～999人
12.1%

50～99人
8.5%

1,000～1,999
人

5.2%

その他・不詳
8.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000
その他・不詳

2,000人以上

1,000～1,999
人

300～999人

1～299人
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 最終学歴 大学 短期大学 専修学校 その他 合計

博士 修士

913 4,018

7,383 394 2,582 367 15,657

構成比 47.2% 2.5% 16.5% 2.3% 100.0%

表10　　最終学歴別許可人数

 許可人数

（単位　人）

　　　　　大学院

4,931

31.5%

図12　最終学歴別許可人数の推移

図11　最終学歴別許可人数の構成比

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年

その他（専

修学校含

む）
短期大学

大学院

大学

（人）

大学

47.2%

修士
25.7%

専修学校

16.5%

博士
5.8%

短期大学

2.5%

その他

2.3%
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（単位　人）

平成２２ 平成２３ 平成２４ 平成２５ 平成２６ 平成２７ 構成比 平成２２ 平成２３ 平成２４ 平成２５ 平成２６ 平成２７ 構成比

北海道 90 127 104 136 160 181 1.2% 大阪府 694 832 970 1,084 1,354 1,614 10.3%

宮城県 74 54 46 96 122 113 0.7% 京都府 161 187 238 289 377 385 2.5%

福島県 24 15 14 18 30 22 0.1% 兵庫県 189 211 234 245 301 343 2.2%

山形県 17 12 7 9 11 12 0.1% 三重県 46 57 100 98 77 63 0.4%

秋田県 7 3 7 5 9 6 0.0% 滋賀県 21 30 40 35 45 52 0.3%

岩手県 6 9 8 17 7 12 0.1% 奈良県 30 19 33 26 30 51 0.3%

青森県 6 8 11 8 4 8 0.1% 和歌山県 14 19 15 15 26 30 0.2%

東北・北海道　計 224 228 197 289 343 354 2.3% 近畿　計 1,155 1,355 1,630 1,792 2,210 2,538 16.2%

東京都 3,851 4,088 5,254 5,359 6,140 7,626 48.7% 広島県 65 77 95 118 149 199 1.3%

神奈川県 474 488 596 759 854 808 5.2% 岡山県 59 68 92 116 69 132 0.8%

埼玉県 282 282 454 447 471 530 3.4% 香川県 10 19 29 29 34 34 0.2%

千葉県 230 280 312 393 304 473 3.0% 愛媛県 4 11 19 24 31 37 0.2%

茨城県 125 133 137 162 155 181 1.2% 山口県 29 21 22 24 16 32 0.2%

群馬県 62 72 117 225 105 325 2.1% 徳島県 8 5 5 12 14 10 0.1%

栃木県 50 65 106 87 73 104 0.7% 島根県 5 3 4 3 9 9 0.1%

関東　計 5,074 5,408 6,976 7,432 8,102 10,047 64.2% 高知県 3 0 5 9 6 6 0.0%

愛知県 371 450 667 622 665 746 4.8% 鳥取県 9 9 11 15 4 13 0.1%

静岡県 113 165 188 190 183 204 1.3% 中国・四国　計 192 213 282 350 332 472 3.0%

岐阜県 48 67 111 76 88 96 0.6% 福岡県 274 293 404 402 475 525 3.4%

長野県 37 36 72 46 63 76 0.5% 大分県 52 38 46 40 64 95 0.6%

新潟県 42 42 62 61 61 51 0.3% 沖縄県 28 28 46 40 62 88 0.6%

石川県 37 25 41 54 39 61 0.4% 熊本県 34 43 44 52 54 56 0.4%

富山県 21 18 43 32 38 50 0.3% 長崎県 20 17 38 42 51 36 0.2%

山梨県 49 71 47 47 35 63 0.4% 鹿児島県 17 24 13 12 34 37 0.2%

福井県 21 12 26 27 17 20 0.1% 佐賀県 13 9 9 13 11 10 0.1%

中部　計 739 886 1,257 1,155 1,189 1,367 8.7% 宮崎県 9 5 6 6 10 10 0.1%

九州　計 447 457 606 607 761 857 5.5%

不明 0 39 21 22 21 22 0.1%

合計 7,831 8,586 10,969 11,647 12,958 15,657 100%

表11　就職先企業等所在地別許可人数

許可人数 許可人数

図13　就職先企業等所在地別許可人数の構成比（平成27年）

都道府県 都道府県

東京
48.7%

大阪
10.3%神奈川

5.2%

愛知
4.8%

埼玉
3.4%

その他
28%

合計
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����������　改訂

ポイント計算により，高度外国人材と認定されれば
出入国管理上の優遇措置を受けることができます！

����������　改訂

高度外国人材が行う３つの活動類型

高度外国人材として、入国・在留が認められた方は、以下のような出入国管理上の優遇措置を受けられます。



～29歳 ～34歳 ～39歳 40歳～

４０ ４０ ４０ ４０

３５ ３５ ３５ ３５

３０ ３０ ３０ ３０

２５ ２５ ２５ －

１０年～ ２０ １０年～ ２５ ２０ ２０ ２０ －

１５ １５ ２０ １５ １５ － －

１０ １０ １５ １０ － － －

５ ５ １０

５０

４０ ４０ ４０

～ ～ ３０

１０ １０ ２０

１０

１５ １５

１０ １０

５ ５

２５

～

２０

１０

５

《ポイント計算表》

合格点 ７０ 合格点 ７０ 合格点 ７０

５

１５

１０

特許の発明　１件～

高度学術
研究分野

高度専
門・技術

分野

①最低年収基準

高度専門・技術分野及び高度経営・管理分
野においては，年収３００万円以上であるこ
とが必要

②年収配点表

８００万円

学　　歴

７００万円

高度学術研究分野 高度専門・技術分野 高度経営・管理分野

複数の分野において，博
士号，修士号又は専門職
学位を有している者

５
複数の分野において，博
士号，修士号又は専門職
学位を有している者

５
複数の分野において，博
士号，修士号又は専門職
学位を有している者

１０００万円

９００万円

博士号（専門職に係る学
位を除く。）取得者

修士号（専門職に係る博
士を含む。）取得者

大学を卒業し又はこれと
同等以上の教育を受けた
者（博士号又は修士号取
得者を除く。）

３０

２０

１０

博士号又は修士号取得
者（注７）

２０

５

博士号（専門職に係る学
位を除く。）取得者

修士号（専門職に係る博
士を含む。）取得者（注７）

大学を卒業し又はこれと
同等以上の教育を受けた
者（博士号又は修士号取
得者を除く。）

大学を卒業し又はこれと
同等以上の教育を受けた
者（博士号又は修士号取
得者を除く。）

１０１０

３０

２０

６００万円

５００万円

４００万円

③研究実績

１０

イノベーションを促進する
ための支援措置（法務大
臣が告示で定めるもの）
を受けている機関におけ
る就労（注３）

１０

２０

３０００万円～

２５００万円～

７年～

５年～

３年～

２０００万円～

１０００万円～

入国前に公的機関から
グラントを受けた研究に
従事した実績
３件～

２０

ボーナス⑬
経営する事業に１億円以
上の投資を行っている者

５

１０ボーナス⑦
本邦の高等教育機関に
おいて学位を取得

１０
本邦の高等教育機関に
おいて学位を取得

１０

日本語能力試験Ｎ１取得
者（注４）又は外国の大学
において日本語を専攻し
て卒業した者

ボーナス⑧

日本語能力試験Ｎ１取得
者（注４）又は外国の大学
において日本語を専攻し
て卒業した者

成長分野における先端的
事業に従事する者（法務
大臣が認める事業に限
る。）

年　 　収
（注２）

年齢区分に応じ，ポイント
が付与される年収の下限
を異なるものとする。詳細
は②参照

年齢区分に応じ，ポイント
が付与される年収の下限
を異なるものとする。詳細
は②参照

５年～

３年～

年　　齢

職　　歴
（実務経験）

（注１） ５年～

３年～

７年～７年～

～２９歳 ～２９歳

～３４歳 ～３４歳

～３９歳 ～３９歳

代表取締役，代表執行役

取締役，執行役

※高度学術研究分野については，２つ以上
に該当する場合には２５点

研究論文の実績につい
ては，我が国の国の機
関において利用されてい
る学術論文データベース
に登録されている学術雑
誌に掲載されている論文
（申請人が責任著者であ
るものに限る。）　３本～

上記の項目以外で，上
記項目におけるものと同
等の研究実績があると
申請人がアピールする
場合（著名な賞の受賞歴
等），関係行政機関の長
の意見を聴いた上で法
務大臣が個別にポイント
の付与の適否を判断

日本語能力試験Ｎ２取得
者（注５）（ボーナス⑦又
は⑧のポイントを獲得し
た者を除く。）

５

１０

１５

２０ １５

５

試験研究費等比率が３％
超の中小企業における就
労

日本語能力試験Ｎ１取得
者（注４）又は外国の大学
において日本語を専攻し
て卒業した者

１０

１０

職務に関連する外国の資
格等

ボーナス⑫
法務大臣が告示で定める
研修を修了した者（注６）

法務大臣が告示で定める
研修を修了した者（注６）

法務大臣が告示で定める
研修を修了した者（注６）

イノベーションを促進する
ための支援措置（法務大
臣が告示で定めるもの）
を受けている機関におけ
る就労（注３）

１０

５ ５

ボーナス⑪

職務に関連する外国の資
格等

職務に関連する外国の資
格等

５

本邦の高等教育機関に
おいて学位を取得

５

法務大臣が告示で定める
大学を卒業した者

法務大臣が告示で定める
大学を卒業した者

法務大臣が告示で定める
大学を卒業した者

１０ １０

ボーナス⑩

成長分野における先端的
事業に従事する者（法務
大臣が認める事業に限
る。）

成長分野における先端的
事業に従事する者（法務
大臣が認める事業に限
る。）

１０

ボーナス①
〔研究実績〕

詳細は③参照 詳細は③参照 １５

１０ １０

ボーナス⑤
試験研究費等比率が３％
超の中小企業における就
労

５
試験研究費等比率が３％
超の中小企業における就
労

日本語能力試験Ｎ２取得
者（注５）（ボーナス⑦又
は⑧のポイントを獲得し
た者を除く。）

ボーナス⑨

イノベーションを促進する
ための支援措置（法務大
臣が告示で定めるもの）
を受けている機関におけ
る就労（注３）

１５ １５

ボーナス②
〔地位〕

ボーナス④

ボーナス③

ボーナス⑥ ５

職務に関連する日本の国
家資格の保有（１つ５点）

１５

研
　
究
　
実
　
績
　
　
　
※

２０

１５００万円～

１０

日本語能力試験Ｎ２取得
者（注５）（ボーナス⑦又
は⑧のポイントを獲得し
た者を除く。）

１５

（注１）従事しようとする業務に係る実務経
験に限る。
（注２）※１　主たる受入機関から受ける報
酬の年額
※２　海外の機関からの転勤の場合には，
当該機関から受ける報酬の年額を算入
※３　賞与（ボーナス）も年収に含まれる。
（注３）就労する機関が中小企業である場合
には，別途１０点の加点
（注４）同等以上の能力を試験（例えば，ＢＪ
Ｔビジネス日本語能力テストにおける４８０
点以上の得点）により認められている者も
含む。
（注５）同等以上の能力を試験（例えば，ＢＪ
Ｔビジネス日本語能力テストにおける４００
点以上の得点）により認められている者も
含む。
（注６）本邦の高等教育機関における研修
については，ボーナス⑦のポイントを獲得し
た者を除く。
（注７）経営管理に関する専門職学位（ＭＢ
Ａ，ＭＯＴ）を有している場合には，別途５点
の加点
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